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様式（第５条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和５年度第２回日本遺産推進協議会 

開 催 日 時 
令和５年１２月２６日（金） 

開会：午後３時３０分 ～ 閉会：午後４時０５分 

開 催 場 所 行田市産業文化会館 ２Ａ２Ｂ会議室 

出席者（委員） 

氏 名 

行田邦子（会長）・渡辺充・細井保雄・富山紀和・小池利昌・ 

栗原光夫・福島伸悦・小髙佳之（坂本委員代理）・木村健二・ 

栗岡眞理子 

欠席者（委員）   

氏 名        
間宮真路・熊谷祐樹・高柳正行 

出 席 者 

（オブザーバー） 

氏 名 

ＮＰＯ法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク：坂田貴志（宮本氏代理） 

ＮＰＯ法人魅力創造倶楽部：町田光 

欠 席 者 

（オブザーバー） 

氏 名 

行田商工会議所青年部：後藤巧 

行田青年会議所：小林永典 

ものつくり大学：田尻要 

ＮＰＯ法人行田観光物産会：戸塚昌利 

事 務 局 

生涯学習部長：中村和則 

企画政策課長：川上清 

商工観光課長：五十嵐章五 

都市整備部副参事：吉田秀和（都市計画課長代理） 

教育指導課主幹：樋田陽介（教育指導課長代理） 

郷土博物館長：鈴木紀三雄 

文化財保護課長：中島洋一 

生涯学習部副参事：近藤隆洋（司会） 

文化財保護課主査：石渡栄一郎 

会 議 内 容 別紙会議録のとおり 

会 議 資 料 

・次第 

・委員等名簿 

・資 料 １ 日本遺産を通じた地域活性化計画実績報告書及

び新たな地域活性化計画の審査結果について

（通知） 

・資 料 ２ 指摘事項を踏まえた今後の取組について 
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・参考資料 日本遺産を通じた地域活性化計画 

そ の 他 必 要 

事 項 
傍聴人 なし 

会 議 録 

の  確  定 

確 定 年 月 日 主 宰 者 氏 名 

令和６年１月３１日 行 田  邦 子 
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発 言 者 会 議 の 経 過（議題・発言内容・結論等） 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

福島委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議 事（規約により会長が議長となる） 

議事に入る前に、この会議の運営について御了承いただきた 

い点を２点説明する。 

１点目として、本日の会議の議事の中では個人情報を取り扱 

う予定がないことから、協議会規約に基づき、会議は公開とさせ

ていただく。 

２点目として、この会議の概要は、要点筆記で記録し、後日、 

ホームページで公開させていただく。 

それでは、議事に移らせていただく。議事については、協議会 

規約に基づき、行田会長に議事の進行をお願いする。 

 

（１）日本遺産総括評価・継続審査（再審査）の結果について 

それでは暫時、議長の職を務めさせていただく。 

はじめに、議事の（１）「日本遺産総括評価・継続審査（再審 

査）の結果について」事務局より説明する。 

 

（資料１に基づき説明） 

 

ただいまの説明について、御意見等はあるか。 

 

 資料１の２ページ（３）人材育成のところに「地域プロデュー

サー等が一定数存在する」とあるが、具体的にどのような方たち

が携わっているのか。 

 

本日お越しいただいている行田おもてなし観光局の富山事務

局長やぎょうだ足袋蔵ネットワークなど、日本遺産事業を推進

する主体的な存在の方、リーダーシップを取る方を地域プロデ

ューサーとして文化庁が認めているということである。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

福島委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

他に御意見等はあるか。 

 

＜意見なし＞ 

 

それでは事務局の説明を了承いただいたということで、議事

を進めさせていただく。 

 

（２）今後の取組について 

次に、議事の（２）「今後の取組について」事務局より説明す

る。 

 

（資料２に基づき説明） 

 

 ただいまの説明について、御意見や確認事項等はあるか。 

 

 参考資料の「日本遺産を通じた地域活性化計画」１２ページ

に、旧荒井八郎商店事務所兼主屋・大広間・洋館をリニューアル

オープンさせるという方向性が出ているが、建物には文化財と

しての価値はないと耳にしたことがある。この方向性で行くの

か。 

 

 議会でも答弁したとおり、このことについては調査中であり、

方向性は未定である。 

 

 事務局の説明に補足だが、旧荒井八郎商店事務所兼主屋・大広

間棟・洋館は国登録有形文化財であり、これを維持し、利活用す

るのに何が必要かを現在調査している。 

特に利活用について重要なのが、耐震基準を満たしているか

どうかということであり、まず耐震診断をしなければならない。

耐震診断にはそれなりの日数を要するので、できるだけ早く着

手し、まずはその結果を待ちたい。 

 

他に御意見等はあるか。 

 

＜意見なし＞ 
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議長 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

御意見等がないようなので、事務局の説明に了承いただいた

ということにさせていただく。 

以上をもって本日の議事は終了となる。これにて議長の職を

解かせていただく。 

 

４．その他 

委員の皆様には長時間にわたり慎重審議をいただき感謝す

る。 

次に、次第の４ その他について、事務局からは特にないが、

出席の委員の皆様から何かあるか。 

 

＜特になし＞ 

 

５．閉会 

 それでは、以上をもって令和５年度第２回行田市日本遺産推

進協議会を閉会とする。 

 


